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この「操作の手引き」は、次の２つに該当する方を対象としています。 

① ＩＤ・パスワード方式の届出がお済みの方 

② 給与１か所のみで年末調整済み、かつ医療費控除や寄附金控除の

み申告される方 

ID・パスワードを取得されていない方
は、税務署で職員と対面による本人確
認 行  後 発行      発行 
希望される方は運転免許証などの本人
確認資料  持  上 最寄りの税務
署にお越しください。 
※「ID・パスワード方式」は、暫定的な対応で
あるため、お早めにマイナンバーカードの取得を
お願いします。（国税庁では「マイナンバーカー
ド方式」を推奨しています。）

「スマホ専用画面」用

【スマートフォンの推奨環境】 

端末種別 ブラウザ
iOS Safari

Android Google Chrome

※Android 端末は標準ブラウザが
上記である必要があります。 



１

１．作成コーナーへアクセス 
①確定申告書等
作成コーナーへ

②申告書作成開始

２．提出方法などを選択 
①申告に関する質問 ②利用規約の確認 ④登録情報の確認

各質問について「はい」又は
「いいえ」を選択してください。

Android の方のみ
事前にインストール

Google Play から
Adobe Acrobat Reader
をインストールしてください。

™

「ＩＤ・パスワード方式の届出完了
通知」をご用意いただき、利用者識別
番号及び暗証番号を入力します。 

®®®
®

③利用者識別番号等 入力

利用者識別番号を取得後、一定期間
内に申告する場合や初めて申告をされ
る場合はこちらの画面が表示されない
ことがありますが、申告手続を進める
ことはできますので、「次へ」をタッ
プしてください。            が表示

された場合は、「スマホ専用画
面」では作成できません。

【申告会場の方】
会場掲示のＱＲコードを
読み取ります。

【自宅で利用の方】

作成コーナー

ID・PW
が目印 

・iPhone、Safari の名称及びそのロゴは、米国及び他の国々で登録されたApple Inc.の 
 商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。 
・Android、Google play、Google play ロゴ、Chrome、Chrome ロゴは、Google LLCの 
商標又は商標登録です。 
・Adobe Acrobat Reader、Adobe Acrobat Reader ロゴは、Adobe Systems Incorporated 
（アドビ システムズ社）の商標です。 
・ＱＲコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 
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３．金額などの入力 
①源泉徴収票 入力 ②控除 入力

画面の案内に従い内容を入力し、全ての入力が
終わったら、「入力内容の確認」をタップします。

お手元の源泉徴収票を確認し、該当する金額を入力します。 申告する控除を選択します。

医療費控除を入力する場合

③-1控除の種類を選択

③-２入力方法の選択

③-３医療費 入力 ③-４証明書 入力
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別居の扶養親族等 入力

④計算結果の確認寄付金控除を入力する場合
画面の案内に従い内容を入力し、全ての入力が終わった

ら、「入力内容の確認」をタップします。
金額を確認し、還付金の受取方

法などを入力します。 

寄附金の受領書等が複
数枚ある場合は、「別の
寄附金を入力する」又は
「同じ寄附先をもう１件
入力する」を選択し、全
ての受領書等を１件別に
入力します。 

※該当する場合のみ
同一生計配偶者 入力16歳未満の扶養親族 入力

⑤本人情報 住所等 入力

「同一生計配偶者」と
は、ご自身と生計を一に
している、合計所得金額
38万円以下（給与収入
なら103万円以下）の
方をいいます。 

IDの登録情報が自動で表示され
ますので、間違いがないか確認し
てください。

⑥       入力
マイナンバーカード等からマイ

ナンバーを入力します。 
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①送信前の申告内容確認
利用者識別番号に誤り

がないか再度確認してく
ださい。

４．申告書を送信
②送信準備

④即時通知の確認
「ID・パスワードの届出完

了通知」をご用意いただき、
暗証番号を入力します。 

③データの送信 ⑤受付結果の確認

あともう少しです 

iPhoneの場合 Androidの場合
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⑥申告書データの保存 ⑦申告書送信後の作業
「帳票表示・印刷」をタップすると、申告し

た内容などを確認することができます。 

６．添付書類の提出

※１ 確定申告会場では、作成された確定申告書（控）の印刷ができません。 
必要な方は、ご自宅のプリンタ等を使用して印刷をしてください。 

※２ 入力データを保存していただくと、来年の申告書等の作成に利用することがで
きます。 

【提出書類がある方へ】
医療費の明細書や寄附金控除関係書類など別途提出を要する書類があ
る方は、「申告書等送信票（兼送付書）」を印刷し、添付書類とともに提
出してください。 
申告会場で作成された方は、印刷ができませんので、次頁の「提出
書類一覧」（会場にも用意しています。）を切り取って代用し
ていただいても差し支えありません。 
 なお、源泉徴収票など提出省略となった書類は、５年間保存する必
要があります。ご自宅等で確実に保管してください。 

※提出を要する書類がない方は、「５」で手続きは終了です。

スマホ等での手続きは以上になります。お疲れ様でした。 

申告書が表示され
るので、画面下の
「共有」ボタンを
タップしてくださ
い。

｢ファイル｣アプ
リを指定してデ
ータを保存して
ください。

申告書が表示され
るとともに、自動
的に端末内のダウ
ンロードフォルダ
にデータが保存さ
れます。





Tap！ 

e-Tax・作成コーナーヘルプデスク 

0570-01-5901（全国一律市内通話料金）
上記の電話番号がご利用になれない方は、 
こちらへおかけください。 
03-5638-5171（通常電話料金） 

受付時間 
月曜日 金曜日（祝日除く）
9：00 17：00 

平成 31年 1月 15日 3 月 15日は 
受付期間が延長されます。 
月曜日 金曜日（祝日除く）
9：00 20：00 
日曜日（2月 17日・24日、3月 3日・10日） 
9：00 20：00

マイナンバー総合フリーダイヤル 

0120-95-0178（通話料金無料）
上記の電話番号がご利用になれない方は、 
こちらへおかけください。 
050-3818-1250（通常電話料金） 

受付時間 
月曜日 金曜日
9：30 20：00 
土日・祝日 
9：30 17：30 

事前準備、送信方法、エラー解消など
作成コーナーの使い方に関するお問い合わせ

マイナンバーカードをご利用になる場合の
ＩＣカードリーダライタの設定などに関する 
お問い合わせ 

確定申告は、ぜひご自宅でスマホ申告♪ 

※受付時間は変更され
る場合がありますので、
内閣府ホームページで
ご確認ください。 


